
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国分の消費税収入については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並び
に少子化に対処するための施策に要する経費（社会保障４経費）に充てるものとされました。 

（注） 地方消費税収入（引上げ分）及び消費税収入に係る地方交付税分については、社会保障４経費を含む社

会保障施策に要する経費に充てるものとされています。 

 消費税率及び地方消費税率について、次のとおり２段階で引き上げることとされました。 
       適用開始日 

区 分 
現  行 平成 26 年４月１日 平成 27 年 10 月１日 

消 費 税 率 4.0％ 6.3％ 7.8％ 

地方消費税率  1.0％ 
（消費税額の25／ 100） 

1.7％ 
（消費税額の17／ 63） 

2.2％ 
 （消費税額の22／ 78） 

合  計 5.0％ 8.0％ 10.0％ 

※ 経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案

した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとされています。 

※ 引上げ後の税率は、経過措置（「５ 税率引上げに伴う経過措置」参照）が適用されるものを除き、適用

開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。 

 

消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことを予定している税です。 

消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を

実施するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関

する特別措置法」（平成２５年１０月１日施行「消費税転嫁対策特別措置法」）において、消費税の転嫁等

に関する様々な施策を講じています。 

 ※ 消費税の価格転嫁対策の内容については、内閣府ホームページ「消費税価格転嫁等対策」（下記ＵＲＬ)

をご覧ください。 

  Ｕ Ｒ Ｌ http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html  
 
 

転嫁・価格表示・便乗値上げ等に関する政府共通の相談窓口として、「消費税価格転嫁等総合相談センター」

が設置されました。 

 センターでは、①転嫁に関する問い合わせ、②広告・宣伝に関する問い合わせ、③消費税総額表示に
関する問い合わせ、④便乗値上げに関する問い合わせを受け付けます。 

このようなご相談に関して、法令等の考え方を回答するほか、転嫁拒否などの消費税転嫁対策特別措置法

に違反する疑いのある行為については、相談者のご意向により、センターから担当省庁へ通知します。 

ご相談は、専用ダイヤル又はホームページ上の専用フォームをご利用ください。 

 専用ダイヤル  ０５７０－２００－１２３ 

【受付時間】平日９：００～１７：００（平成２６年３月・４月は土曜日も受付） 

 メール  ホームページ上の専用フォームをご利用ください。 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.tenkasoudan.go.jp（２４時間受付） 

※ 消費税法改正の内容に関して、お分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお問い
合わせください。 

消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組 

消費税法改正等のお知らせ 
平成25年1１月 

国 税 庁 

２ 消費税率の引上げ 

１ 消費税収入の使途の明確化 

Ⅰ 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律」による消費税法の主な改正内容 

 

消費税価格転嫁等総合相談センターが設置されました 

 

http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html
http://www.tenkasoudan.go.jp（２４


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 制 度 の 概 要  

 その事業年度の基準期間（注）がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が

1,000 万円未満の法人（新規設立法人）のうち、次の①、②のいずれにも該当するもの（特定新規設立法人）

については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡

等について、納税義務が免除されないこととなりました。 
（注） 「基準期間」とは、原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。 

 

 

 

 

 

○ 適 用 開 始 時 期  

 平成 26 年４月１日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて適用されます。  

 

 

 

○ 制 度 の 概 要  

 直前の課税期間の確定消費税額（地方消費税額を含まない年税額）が48万円以下の事業者（中間申告義務の

ない事業者）が、任意に中間申告書（年１回）を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出

した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する６月中間申告対象期間（注1）から、自

主的に中間申告・納付（注2）することができることとされました。 

(注1) 「６月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後６月の期間で、年１回の中間申告の対象となる期間

をいいます。 

(注2) 中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1／２の額となります。また、中間納付税額と併せて地方消費

税の中間納付税額を納付することとなります。 

なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額によ

り中間申告・納付することができます。 

○ 適 用 開 始 時 期  

 個人事業者の場合には平成 27 年分から、また、事業年度が１年の法人については、平成 26 年４月１日以

後開始する課税期間（平成 27 年３月末決算分）から適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税

貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引

き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなります（「２ 消費税率の引

上げ」参照）。 

 ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用するこ

ととするなどの経過措置が講じられています。 

 

 

 

 

 

 

３ 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設 

４ 任意の中間申告制度の創設 

５ 税率引上げに伴う経過措置 

主 な 経 過 措 置 の 概 要 に つ い て は 、 次 の ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 

 

その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の 50％超を直接又

は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合（特定要件）に該当する

こと。 

 
上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にあ

る法人のうちいずれかの者（判定対象者）の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間（基準

期間相当期間）における課税売上高が５億円を超えていること。 

① 

② 

○ 任意の中間申告制度を適用した場合、６月中間申告対象期間の末日の翌日から２月以内に、所定の事項を記載

した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せ

て納付する必要があります。 
※ 期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があります。 

○ 中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、６月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告

制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。 
※ 直前の課税期間の確定消費税額が 48 万円超の事業者（中間申告義務のある事業者）が中間申告書をその提出期限まで

に提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、中

間申告書の提出があったものとみなされません（中間納付することができないこととなります。）。 

留 意 事 項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 次に掲げるものには、８％への税率引上げ後においても改正前の税率（５％）が適用されます。 

（注）８％から 10％への税率引上げ時における経過措置については、改めてお知らせします。 

経 過 措 置 の 内 容 

① 旅客運賃等 
平成 26 年 4 月１日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す
場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平
成 26 年４月１日前に領収しているもの 

 
 

対価受領  入場等 

        □    △ 

② 電気料金等 
継続供給契約に基づき、平成 26 年４月 1 日前から継続して供給し
ている電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成 26 年４月１日
から平成26 年4 月30 日までの間に料金の支払いを受ける権利が確
定するもの 

                4.30 

              権利 

継続供給       確定 

      △       □ 

③ 請負工事等 
平成 8 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結した
工事（製造を含みます。）に係る請負契約（一定の要件に該当する測量、
設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。）に基づ
き、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、
当該課税資産の譲渡等 

 
 

  契約            譲渡等 

  ○           △ 

④ 資産の貸付け 
平成 8 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結した
資産の貸付けに係る契約に基づき、平成 26 年４月１日前から同日以
後引き続き貸付けを行っている場合（一定の要件に該当するものに限
ります。）における、平成 26 年 4 月 1 日以後に行う当該資産の貸付け  

 

 

契約   貸付け 

    ○    △ 

⑤ 指定役務の提供 
平成 8 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結した
役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらか
じめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の
全部又は一部が分割で支払われる契約（割賦販売法に規定する前払式
特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供(＊)に係るものをいいま
す。）に基づき、平成 26 年４月１日以後に当該役務の提供を行う場合
において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供 
＊ 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の

提供に係る役務の提供をいいます。 

 
 
 
 
契約            指定役務 

  ○           △ 

⑥ 予約販売に係る書籍等 
平成25年10月１日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続
供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成 26
年４月 1 日前に領収している場合で、その譲渡が平成 26 年４月１日
以後に行われるもの 

 

 

契約    対価受領   定期供給   

○     □   △ △ 

⑦ 特定新聞 
不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発
行される新聞で、発行者が指定する発売日が平成 26 年４月１日前
であるもののうち、その譲渡が平成 26 年 4 月１日以後に行われるもの  
※平成 25 年 10 月 30 日政令 304 号により、雑誌は、経過措置の対象から除かれました。 

 
 

指定発売日   譲渡 

          □  △ 

⑧ 通信販売 
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成 25 年 10 月１
日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した
場合において、平成 26 年４月１日前に申込みを受け、提示した条件
に従って平成 26 年４月１日以後に行われる商品の販売 

 
 
 
条件提示    申込      譲渡 

  □     □          △ 

⑨ 有料老人ホーム 
平成 8 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に締結した
有料老人ホームに係る終身入居契約（入居期間中の介護料金が入居一
時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。）に基
づき、平成 26 年４月１日前から同日以後引き続き介護に係る役務の
提供を行っている場合における、平成 26 年４月１日以後に行われる
当該入居一時金に対応する役務の提供 

 

 

 
契約   介護ｻｰﾋﾞｽ 

    ○    △ 

 

指定日 
(H25.10.1) 

適用開始日 

(H26.4.1) 

指定日 

(H25.10.1) 

※ 上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。 

 

主 な 経 過 措 置 の 概 要 



 

 

○ 制 度 の 概 要  

「消費税転嫁対策特別措置法」第 10 条の規定により、平成 25 年 10 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日

までの間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置（誤認防止措置）」を講じ

ている場合に限り、税込価格を表示（総額表示）しなくてもよいとする特例が設けられました。 

なお、消費者の方々の利便性にも配慮する観点から、この特例の適用を受ける事業者は、できるだけ速やか

に「税込価格」を表示するよう努めることとされています。 

【誤認防止措置の具体例】 

総額表示義務の特例措置の適用を受けるために必要となる誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を

選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要があります。 

例 １ 

値札、チラシ、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を

次のように表示する。 
 

 

 

 

 

例 ２ 

個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際

に目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う。 

 

 

 

 

    

 

 

○ 制 度 の 概 要  

平成 26 年４月１日以後に行われる総額表示義務の対象となる取引について、総額表示を行っている場合に

おいて、その取引に係る決済上受領すべき金額を税込価格を基礎として計算することができなかったことにつ

きやむを得ない事情があるときは、経過措置として、当分の間、旧消費税法施行規則第 22 条第１項（注）の規

定を適用できることとされました。 

また、上記Ⅱの総額表示義務の特例措置の適用を受ける場合にも、総額表示を行っているものとして、この

経過措置の適用を受けることができることとされました。 

（注） 消費税法施行規則の一部を改正する省令（平成 15 年 9 月 30 日財令第 92 号）により、廃止された消費税法

施行規則第 22 条第 1 項をいいます。 

○ 適 用 開 始 時 期 

平成２６年４月１日以後に行う課税資産の譲渡等から適用されます。 

○ お分かりにならないことや、更に詳しくお知りになりたいことがありましたら、最寄りの税務署にお尋ね

ください。 

○ 税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただく必要がある相

談）を希望される方は、あらかじめ電話により面接日時等を予約していただくこととしておりますので、ご

協力をお願いします。 

国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ（社会保障と税の一体改革関係）」に「総額表示義務の

特例措置に関する事例集（税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例）」を掲載しています。上記以外

の事例も紹介していますので、そちらもご覧ください。 

課税標準額に対する消費税額の計算の特例に関する経過措置の具体的な取扱いについては、国税庁ホー

ムページの「消費税法改正のお知らせ（社会保障と税の一体改革関係）」に「課税標準額に対する消費税額

の計算の特例に関する経過措置の改正について」を掲載していますので、そちらをご覧ください。 

 ！ 

 ！ 

Ⅲ 課税標準額に対する消費税額の計算の特例に関する経過措置の改正 

 

Ⅱ 消費税転嫁対策特別措置法に規定する「総額表示義務の特例措置」 

 

○○○円（税抜価格） 

 

○○○円（税別） 

 

○○○円＋消費税 

 

○○○円＋税 

 

○○○円（本体価格） 

 


